
申告内容によっては市役所で受け付けでき
ないものもありますので、ご確認ください。

営業・農業・不動産の所
得がある人で収支内訳
書または決算書を作成
済みである（これの所得
がない人は「はい」へ）。

市役所で市
職員が申告
を受け付け
ます。

いいえ

市役所で税理
士、税務署職
員が申告を受
け付けます。

収支内訳書また
は決算書を作成
してください。

～市役所に申告へ
来る前に～

市役所の自主申告書作成コー
ナーでは、パソコンを使って申告
書を作成できます。パソコンに不
慣れな人には入力補助員がアド
バイスします。税制などの質問に
は市職員が対応します。

申告書を自分で作成できる。またはパソコ
ンを使った自主申告書作成に興味がある。

市役所では申告を受け付けでき
ません。香椎税務署で申告してく
ださい。

土地の譲渡（分離短期、分離譲渡など）、株
の譲渡と分離配当、山林、先物取引、損失
の繰越

申告内容に以下の所得などが含まれる

チェックしよう！

営業、農業、不動産、利子、総合（短期・長
期）譲渡、退職

申告内容に以下の所得などが含まれる

いいえはい

作成後は・・・

はい

い
い
え

はい

はい

い
い
え

問
い
合
わ
せ
　
市
税
務
課
☎
４
３
・
８
１
１
７

所
得
税
の
確
定
申
告

所
得
税
は
、
自
分
で
所
得
を
計

算
し
て
税
金
を
算
出
し
、
納
税
す

る
「
申
告
納
税
制
度
」
で
す
。
期

限
内
に
申
告
書
を
作
成
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
る
人

●
商
工
業
、
農
林
漁
業
な
ど
を
営

む
人
や
、
保
険
の
外
交
員
な
ど
の

個
人
事
業
主
、
家
賃
・
地
代
な
ど

の
不
動
産
収
入
の
あ
る
人

●
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
を
超
え
る
人
、
ま
た

は
４
０
０
万
円
以
下
で
も
公
的
年

金
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
を

超
え
る
人

●
給
与
の
収
入
金
額
が
２
千
万
円

を
超
え
る
人
や
、
年
の
途
中
で
会

社
を
退
職
し
て
年
末
調
整
を
受
け

て
い
な
い
人
、
転
職
や
入
社
前
の

給
与
を
含
ま
ず
に
年
末
調
整
を
受

け
た
人
。
ま
た
は
給
与
以
外
の
所

得
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

●
生
命
保
険
の
満
期
な
ど
の
た
め
、

積
み
立
て
た
金
額
を
上
回
る
返
戻

金
を
受
け
取
っ
た
人
　

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
人
　
※
新
築
１
年
目
な
ど

●
医
療
費
控
除
な
ど
、
年
末
調
整

で
は
で
き
な
い
所
得
控
除
の
追
加

を
す
る
人

●
ふ
る
さ
と
納
税
の
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
に
該
当
し
な
い
人

●
そ
の
他
確
定
申
告
す
る
こ
と
で
、

所
得
税
の
減
額
や
還
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
人

★
土
地
、
建
物
な
ど
を
売
却
し
た

人
や
、
株
式
の
売
買
、
株
式
な
ど

の
配
当
収
入
が
あ
る
人

★
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

※
★
印
の
申
告
は
市
役
所
で
の
受

け
付
け
が
で
き
ま
せ
ん
。
香
椎
税

務
署
で
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

確
定
申
告
の
際
に

必
要
な
も
の

●
申
告
者
お
よ
び
扶
養
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
　
※
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な
い
場

合
は
、
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
て

い
る
住
民
票
と
運
転
免
許
証
な
ど

の
本
人
確
認
書
類

●
印
鑑
　
※
認
印
で
も
可

●
確
定
申
告
書
や
確
定
申
告
の
お

知
ら
せ
は
が
き
・
通
知
書
　
※
税

務
署
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
人
の
み

●
給
与
や
年
金
の
所
得
が
あ
る
人

は
、
そ
の
源
泉
徴
収
票
　
※
源
泉

徴
収
票
の
住
所
と
現
住
所
が
異
な

る
場
合
は
、
住
民
票
の
写
し
な
ど
、

変
更
が
確
認
で
き
る
も
の
も
必
要

●
事
業
収
入
が
あ
る
人
は
、
収
支

内
訳
書
ま
た
は
決
算
書
　
※
作
成

済
み
の
人
の
み
受
付
可

●
そ
の
他
の
収
入
が
あ
る
人
は
、

収
入
と
経
費
が
分
か
る
書
類

●
生
命
保
険
料
控
除
や
地
震
保
険

料
控
除
が
あ
る
人
は
、
保
険
会
社

な
ど
が
発
行
し
た
証
明
書

●
社
会
保
険
料
控
除
が
あ
る
人
は
、

国
民
健
康
保
険
税
や
国
民
年
金
保

険
料
な
ど
の
領
収
書
か
証
明
書

●
本
人
ま
た
は
扶
養
親
族
が
障
害

者
控
除
に
該
当
す
る
場
合
は
、
身

体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
ま
た
は

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
人
は
、
そ
の
必
要
書
類

※
住
民
票
は
不
要

●
申
告
者
名
義
の
金
融
機
関
の
口

座
番
号
　
※
還
付
の
場
合
は
必
須

●
医
療
費
控
除
ま
た
は
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
控
除
は
、

ど
ち
ら
の
控
除
を
受
け
る
か
選
択
。

な
お
、
ど
ち
ら
も
領
収
書
の
添
付

は
不
要
で
、
自
宅
で
５
年
間
保
存

　
医
療
費
控
除
の
明
細
書
　
※
国

民
健
康
保
険
の
11
〜
12
月
分
の
医

療
費
通
知
は
２
月
末
に
発
送
す
る

た
め
、
通
知
到
達
前
に
医
療
費
控

除
を
申
告
す
る
場
合
は
、
11
〜
12

月
分
の
医
療
費
の
明
細
を
医
療
費

控
除
明
細
書
に
記
入

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
の
明
細
書
と
、
一
定
の
取
り
組

み
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
書
類

所
得
税
の
確
定
申
告
、

市
県
民
税
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

―
 

今
年
度
の
申
告
受
付
は
例
年
と
異
な
り
ま
す ―
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医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
控
除
を
受
け
る
人

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
控
除
を
受
け
る
人

今
年
度
の
確
定
申
告
受
付
の
変
更
点
・
注
意
点

●
税
務
署
で
の
申
告
は
予
約
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
市
役
所
で
は
「
番
号
札
」
に
よ
り
受
付
時
間
が
決
ま
り
ま
す
。

●
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
医
療
費
控
除
明
細
書
が
作
成
済
み
で
な
け
れ
ば
申
告
を
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

●
雑
損
控
除
が
あ
る
人
の
申
告
は
、
市
役
所
で
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
香
椎
税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
の
あ
る
人
は
、
例
年
、
収
支
内
訳
書
（
青
色
申
告
は
決
算
書
）
が
作
成
途
中
の
も
の
で

も
受
け
付
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら
は
作
成
済
み
で
な
け
れ
ば
申
告
を
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

※

掲
載
し
て
い
る
内
容
は
１
月
５
日
現
在
の
も
の
で
す
。
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況

な
ど
に
よ
っ
て
は
、
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

電子申告の方法
確定申告には自宅からパソコンやスマートフォ

ンで利用できるe-Taxが便利です。感染防止の観
点からも、ぜひ自宅からe-Taxをご利用ください。

e-Tax による電子申告の
方法は２通り！
マイナンバーカード を使って送信！1

ＩＤとパスワード で送信！2

ID・パスワード

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

氛吐 畳吁 芻字

幻戛充幼 <朔<:旱用

佐扉 ◕ ◕ 眛▫ ▫ 帑▽▽畄◑ 丂盻◕ 畳圻◇◇吁

: ; <=

; 9; >幼 <朔<:旱よぱ朕劼

怳刨 她

▢ ▢ 帑閆

　
市
役
所
や
税
務
署
で
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染

拡
大
防
止
策
の
た
め
、
１
日
当
た

り
の
受
け
付
け
人
数
に
限
り
が
あ

り
ま
す
の
で
、
自
宅
な
ど
の
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で

き
る
電
子
申
告
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額

な
ど
を
入
力
す
れ
ば
、
自
動
計
算

で
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書

は
印
刷
し
て
郵
送
で
税
務
署
へ
提

出
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は

税
務
署
発
行
の
I
D
と
パ
ス
ワ
ー

ド
で
電
子
申
告
が
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
以
下
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
香
椎
税
務
署
☎
０

９
２
・
６
６
１・１
０
３
１

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
か
ら

申
告
書
作
成
や
電
子
申
告
が
で
き
ま
す

確
定
申
告
書
の
作
成

確
定
申
告
書
の
作
成

電
子
申
告

電
子
申
告

確定申告

マイナンバーカードと「マ
イナンバーカード対応のス
マートフォン」または「 IC
カードリーダライタ」を用意
して e-Tax で送信！

香椎税務署で ID・パスワードを取得して e-Tax で送信！

　取得を希望する場合は、申告する本人が、顔写真付き
の本人確認書類をお持ちの上、香椎税務署にお越しくだ
さい。
※ID・パスワード方式は、暫
定的な対応です。お早めにマ
イナンバーカードの取得をお
願いします

イータックス



1

2
職員によるマスク・
フェイスシールドの
着用とこまめな換気

少人数での
来場のお願い

検温の実施

36.5
℃
♪

マスクの着用、
アルコール

消毒液利用のお願い

ラ
イ
ン
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税
務
署
で
の
受
け
付
け
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
防
止
策
を
講
じ
た
上
で
開
設
し

ま
す
。
会
場
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、

入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。

期
間
　
１
月
26
日
（
火
）
〜
３
月

31
日
（
水
）
　
※
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
。
た
だ
し
、
２
月
21

日
（
日
）
、
２
月
28
日
（
日
）
は

開
庁
予
定

時
間
　
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

入
場
整
理
券
の
配
布
方
法
　
会
場

市県民税の
申 告

　市県民税申告とは、所得税がかからない人
など、確定申告の必要がない人が行う収入や
控除などの申告で、市に提出するものです。
　収入がない人でも、国民健康保険税や後期
高齢者医療保険料、介護保険料が正しく算定
できない場合があるため、市県民税申告が必
要なことがあります。
　なお、所得税の確定申告をした人や、収入が
給与のみで勤務先で年末調整が済んでいる人、
またはそれらの人に扶養されている人は原則、
市県民税申告は不要です。
申告期間　2月16日（火）～３月１２日（金）
申告方法

市公式ホームページ上の「住民税試算システ
ム（２月16日（火）以降運用開始予定）」では、自
身の源泉徴収票などの情報を入力すると、翌
年の住民税額を計算できます。パソコンやス
マートフォンを持っている人は、システム上で申
告書を作成し、それを印刷して市税務課宛てに
郵送もしくは市役所の確定申告会場に持参し
てください。

確定申告と同様、市役所の確定申告会場で、
番号札を取得してください。職員が住民税申告
書を受け付けます。

収入が遺族年金、障害年金のみで誰も扶養し
ていない人は、電話で申告することができます。
郵送先　〒８１１・３２９３（住所不要）福津市税
務課宛
問い合わせ　市税務課☎４３・８１１７

香
椎
税
務
署
で
の
確
定
申
告
の
受
付

で
当
日
配
布
ま
た
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア

プ
リ
に
よ
る
事
前
発
行

入
場
方
法
　
入
場
整
理
券
ま
た
は 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
の
事
前
発
行
の

画
面
を
提
示
　
※
指
定
さ
れ
た
入

場
時
間
内
に
入
場
し
て
く
だ
さ
い
。

入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
応
じ

て
、
早
め
に
受
付
を
終
了
し
、
後

日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
　
香
椎
税
務
署
☎
０

９
２
・
６
６
１
・
１
０
３
１

　
市
役
所
別
館
大
ホ
ー
ル
と
津
屋

崎
行
政
セ
ン
タ
ー
で
の
受
け
付
け

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
拡
大
防
止
策
と
し
て
、

先
着
順
に
番
号
札
を
配
布
し
、
申

告
受
付
時
間
を
定
め
ま
す
。
１
日

当
た
り
の
受
付
人
数
に
限
り
が
あ

る
た
め
、
電
子
申
告
や
確
定
申
告

書
を
自
分
で
作
成
し
て
郵
送
す
る

な
ど
の
方
法
も
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

期
間
　
２
月
16
日
（
火
）
〜
3
月

12
日
（
金
）
　
※
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
。
２
月
18
日
（
木
）
、

２
月
19
日
（
金
）
、
２
月
22
日

（
月
）
は
税
務
署
職
員
も
受
け
付

け
ま
す

時
間
　
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後

１
時
〜
午
後
５
時

期
間
　
２
月
16
日
（
火
）
〜
３
月

１
日
（
月
）
　
※
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く

時
間
　
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後

１
時
〜
午
後
５
時

 

番
号
札
の
配
布
開
始
時
間

　
各
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

3
時
ま
で
で
す
。
定
員
に
な
り
し

だ
い
、
そ
の
日
の
配
布
は
終
了
し

ま
す
。

市
役
所
別
館
大
ホ
ー
ル
　
市
役
所

別
館
地
下
入
口
は
午
前
8
時
ご
ろ
、

市
役
所
本
館
入
口
は
午
前
8
時
20

分
ご
ろ
か
ら
入
場
で
き
ま
す
。

津
屋
崎
行
政
セ
ン
タ
ー

　
入
口
は
午
前
8
時
20
分
ご
ろ
か

ら
入
場
で
き
ま
す
。

●
番
号
札
の
配
布
開
始
前
に
来
た

人
に
は
、
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

こ
の
整
理
券
は
番
号
札
と
交
換
し

ま
す
の
で
、
午
前
８
時
25
分
ま
で

に
再
度
、
整
理
券
を
持
っ
て
、
各

会
場
前
に
並
ん
で
く
だ
さ
い
。
整

理
券
の
配
布
は
、
市
役
所
別
館
大

ホ
ー
ル
は
8
時
ご
ろ
か
ら
、
津
屋

崎
行
政
セ
ン
タ
ー
は
8
時
20
分
ご

ろ
か
ら
行
い
ま
す
。
各
会
場
入
口

に
準
備
し
て
い
ま
す
の
で
お
取
り

く
だ
さ
い
。

●
番
号
札
は
先
着
順
に
配
布
す
る

た
め
、
希
望
の
時
間
を
選
ぶ
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
電
話
で

の
予
約
な
ど
は
受
け
付
け
て
い
ま

せ
ん
。

●
左
表
に
記
載
し
て
い
る
受
付
時

間
の
番
号
札
を
持
っ
て
い
る
人
の

み
、
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
受
付
時
間
以
外
の
番
号
札
を

持
っ
て
い
る
人
は
、
会
場
で
待
つ

こ
と
や
、
申
告
書
を
出
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

●
申
告
受
付
時
に
、
書
類
の
不
備

に
よ
っ
て
席
を
立
つ
場
合
は
、
再

度
、
番
号
札
を
取
り
直
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

市
役
所
（
大
ホ
ー
ル
・
行
政
セ
ン
タ
ー
）
で
の

確
定
申
告
の
受
付

市
役
所
別
館
大
ホ
ー
ル

市
役
所
別
館
大
ホ
ー
ル

津
屋
崎
行
政
セ
ン
タ
ー

津
屋
崎
行
政
セ
ン
タ
ー

番
号
札
に
よ
る

申
告
受
付
時
間
の
割
り
当
て

番
号
札
に
よ
る

申
告
受
付
時
間
の
割
り
当
て

注
意
点

注
意
点

●
自
主
作
成
コ
ー
ナ
ー
の
作
成
途

中
で
、
Ａ
申
告
（
職
員
受
）
や
Ｂ

申
告
（
税
理
士
受
）
に
変
更
す
る

と
き
は
、
再
度
番
号
札
を
取
り
直

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
入
場
の
際
は
、
検
温
を
実
施
し

ま
す
。
な
お
、
体
温
が
37
・
５
度

以
上
の
人
は
会
場
へ
の
入
場
や
申

告
の
受
け
付
け
を
お
断
り
し
ま
す
。

市役所の申告受付時間と番号札 
　これは「番号札」の番号です。事前に配布する整理券では受付できません
ので、ご注意ください。

津屋崎行政センター 2月16日（火）～3月1日（月）※土曜・日曜日、祝日を除く

市役所別館大ホール 2月16日（火）～3月12日（金）※土曜・日曜日、祝日を除く

確定申告会場で受け付け確定申告会場で受け付け

パソコン・スマホで作成した
申告書を郵送または持参
パソコン・スマホで作成した
申告書を郵送または持参

電話で申告 ※特定の人のみ電話で申告 ※特定の人のみ

～今年度からパソコン・スマホ
から申告書が作成できます～

申告受付時間

午前9時～午前10時

午前10時～午前11時

午前11時～正午

1～20番

21～40番

41～60番

501～505番

506～510番

511～515番

1～5番

6～10番

11～15番

A申告
（年金・給与・
一時所得等）

B申告
（営業・農業・
不動産）

自主作成
コーナー

午後1時～午後2時

午後2時～午後3時

午後3時～午後4時

午後4時～午後5時

61～80番

 81～100番

101～120番

121～140番

516～520番

521～525番

526～530番

531～535番

16～20番

21～25番

26～30番

31～35番

申告受付時間

午前9時～午前10時

午前10時～午前11時

午前11時～正午

 1～5番

6～10番

11～15番

501～505番

506～510番

511～515番

1～5番

6～10番

11～15番

A申告
（年金・給与・
一時所得等）

B申告
（営業・農業・
不動産）

自主作成
コーナー

午後1時～午後2時

午後2時～午後3時

午後3時～午後4時

午後4時～午後5時

16～20番

21～25番

26～30番

31～35番

516～520番

521～525番

526～530番

531～535番

16～20番

21～25番

26～30番

31～35番




